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インターネットバンキングにかかるセキュリティの強化について 

 

 

当行では、インターネットバンキング（以下「ＩＢ」といいます。）のセキュリティを更に   

強化するため、お客さまのパソコンのウイルス感染および不正な取引を検知するセキュリティ 

機能（以下「本機能」といいます。）を平成２９年４月１７日（月）より導入いたします。 

お客さまがＩＢへのログイン操作を行う際に、特定のウイルスの感染を検知した場合は、ＩＢ

のログイン画面上に警告メッセージ（以下「メッセージ」といいます。）を表示し、ログイン   

画面へのお客さま情報の入力を遮断いたします。また、振込などのお取引をされる際に、不正な

取引を検知した場合も、ＩＢの操作画面上にメッセージを表示し、お取引を遮断いたします。 

万が一、メッセージが表示された場合には、表示された内容に沿って、お客さまご自身での

ウイルスチェックや、当行お問い合わせ窓口へのご連絡等をお願いいたします。 

なお、本機能はお客さまご自身でのインストールは不要ですが、ウイルス感染によるＩＢの

不正被害を完全に防ぐものではありませんので、安全にＩＢをご利用いただくために、    

お客さまご自身でも十分なセキュリティ対策をとっていただきますようお願いいたします。 

 

＜警告メッセージ例＞ 

１．ウイルスの感染を検知した場合 

 

 

－１－ 



２．不正な取引を検知した場合 

 

このお取引を実行するためには、銀行での確認が必要です。 
お手数をおかけしますが、下記のテレフォンセンターまでご連絡をお願いいたします。 

不正な取引を検知した場合には、ＩＢの 

操作画面上にメッセージが表示されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－２（終）－ 


